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はじめに

リーマン・ショック、サブ・プライムロー
ン問題、EU 金融危機等をはじめとし、最近
では、ロンドンの LIBOR 問題等に鑑みると、
金融システムや世界経済に対し金融機関が果
たす重要性、影響の重大性が日ごとに増して
いる。

本稿では特に、融資に関わる取締役の善管
注意義務と銀行の公共性に関する判例を手掛
かりとして考察を進める。まず、近時、明確に
されはじめた銀行取締役の注意義務基準につ
いての最高裁判例の検討（1）から開始する。

一　最高裁判例

１　拓銀カブトデコム事件判決（2）

事実の概要
Ａ銀行は、昭和60年頃から、北海道内にお

ける中小の成長企業を主体に経営情報サービ
スの提供を通して企業の成長とＡ銀行の利益
を拡大することなどを目標に掲げ、道内の若
手経営者を中心に企業育成を行うようになっ
た。このような企業育成路線の採用は、当初
は、バブル経済を背景に道内新興企業育成に
おいて成果を上げ、Ａ銀行に一定の収益をも
たらしていた。不動産業に乗り出したＢに対
する第１～第３融資もそのような路線の一環
として行なわれた。昭和63年、Ａ銀行融資部
は借入金が過大であり財務内容が良好でない
こと、今後、貸付金、担保管理、情報収集等
に留意すべきことを指摘した。Ｂは会員制ホ
テル・リゾート（Ｇ事業）を計画し、Ａ銀行
は会員権販売終了までのつなぎ資金を融資す
るとともに、この会員権の一部を販売するな
どしてＧ事業を支援した。その後、Ｂの資金
調達から融資要請を受け、融資を通じて若手
経営者に対するビジネスチャンスが拡大する
等の理由から、第１融資（平成２年２月～平
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成３年８月、195億7000万円）が経営会議で
決定された。これは、Ｂの発行する新株を引
き受ける予定のＢの関連企業に対し、引受予
定の新株を担保としてその引受代金を融資
し、弁済期に当該株式を売却した代金で融資
金の弁済を受けることを予定したもので、保
証人となるＤの資産も大部分はＢ社の株式で
あった。Ａ銀行は平成３年12月の日銀考査を
経てＢへの融資債権の不良債権化を危惧し、
その後、第２融資（平成４年４月～平成４年
８月、540億円）を実施した。さらに、総合
開発部による調査の結果、Ｂグループ全体で
債務超過になっていること、Ｇ事業が不振で
あること等が報告され、それを踏まえて平成
４年10月の経営会議において善後策が検討さ
れ、「Ｂはもはや存続不可能と判断されるが、
ＡはＧ事業に深く関与しこれを完成させる必
要があること。Ａ銀行は北海道内の連鎖倒産
を避ける必要があること。Ｂグループに多額
を融資しているＩ組合はすでに危機的状況に
あること。Ｉ組合が破綻すればＡに対して支
援の要請が来るだろうこと。北海道経済の混
乱を回避する必要があること」が述べられ、
そのために第３融資（平成４年11月～平成５
年３月、409億円）が承認された。平成11年
３月の時点で第１融資は192億1798万3951円
が、第２融資は309億円が、第３融資は374億
9557万7000円足らずが未回収となった。Ａ銀
行は平成９年11月経営破綻し、取締役Ｙらに
対し本件各融資にかかる忠実義務、善管注意
義務違反（商法（平17法律87号改正前）254
条３項・254条ノ３・266条１項５号、民法
644条、会社法423条、355条）があったとして、
Ａ銀行の破綻処理に伴い取締役に対する損害
賠償請求権等を取得したＸ（整理回収機構・
ＲＣＣ）が、預金保険法に基づいて（附則７
条１項）損害賠償（一部請求）を求めた。

第一審は、第１融資ないし第３融資につき、
Ｙらに忠実義務、善管注意義務違反があった
と判断した。これに対し原審は、第１融資お
よび第３融資についてはＹらの善管注意義務

違反を否定したが、第２融資に関するＸの請
求を認容すべきものとした。Ｘは、原判決は
他の多くの裁判例とは、金融機関取締役の注
意義務違反の基準・枠組みを異にしていると
し、最終審で解釈の統一を図る必要があると
主張して上告した。

判　　旨
破棄自判。

⑴　第１融資について
「銀行が融資先の関連企業の業績及び株価

のみに依存する形で……巨額の融資を行うこ
とは、そのリスクの高さにかんがみ、特に慎
重な検討を要する」。「本件Ｂの発行済株式総
数に占める担保株式の割合等に照らし、融資
先が弁済期に担保株式を一斉に売却すれば、
それによって株価が暴落するおそれがあるこ
とは容易に推測できたはずであるが、〔Ａ銀
行において〕その危険性及びそれを回避する
方策等について検討された形跡はない」。Ｂ
の発行する新株を引き受ける予定の関連企業
に対し、引受予定の新株を担保としてその引
受代金を融資し、弁済期に当該株式を売却し
た代金で融資金の弁済を受けることを予定し
ていたところ、「Ｂについては、……財務内
容が極めて不透明であるとか、借入金が過大
で財務内容が良好とはいえないなどの報告が
されていた」ことから、融資決定をしたＹら
の判断は、「銀行の取締役に一般に期待され
る水準に照らし、著しく不合理なものといわ
ざるを得ず、Ｙらには銀行の取締役としての
忠実義務、善管注意義務違反があったという
べきである」。
⑵　第３融資について
「第３融資は、大幅な債務超過となって破

たんに瀕したＢに対し、もはや同社の存続は
不可能であるとの認識を前提に、〔既に多額
の資金を融資し大部分が未回収となってい
た〕Ｇ事業が完成する予定の平成５年６月ま
で同社を延命させることを目的として行われ
たものである」。追加融資を行うことを決定
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した判断は、「銀行の取締役に一般的に期待
される水準に照らし、著しく不合理なものと
いわざるを得ず、……銀行の取締役としての
忠実義務、善管注意義務違反があったという
べきである」。

２　拓銀特別背任事件決定（3）

事実の概要
被告人ＡとＢは、それぞれＴ銀行代表取締

役頭取在任中、Ｓグループ担当部から説明を
受け、Ｓグループの資産状態や経営状況を十
分認識していたが、赤字補填資金等の本件各
融資を決定し実質無担保で実行したことにつ
き業務上背任罪に問われた。一審判決は、図
利加害目的を否定し全員を無罪とした。控訴
審判決は、被告人Ａ・Ｂを実刑とした。被告
弁護団は、上告理由として本件融資の際の被
告人Ａ、Ｂの行為につき、両被告人が既存の
貸付金の回収額をより多くしてＴ銀行の損失
を極小化し、Ｔ銀行自体に対する信用不安の
発生を防止するとともに、融資打ち切りによ
る地域社会の混乱を回避する等の様々な事情
を考慮して総合的に判断することを求められ
ていたこと、その判断が極めて高度な政策的、
予測的、専門的な経営判断事項に属し、広い
裁量を認めるべきであること等を挙げて、著
しく不当な判断でない限り尊重されるべきで
あるとして、任務違背がなかった旨主張した
ところ、本件最高裁はこの点につき職権によ
り判断を示した。

決　　定
上告棄却。

「銀行の取締役が負うべき注意義務には、
一般の株式会社取締役と同様に、受任者の善
管注意義務（民法644条）及び忠実義務（平
成17年改正前の商法254条の３、会社法355条）
を基本としつつも、いわゆる経営判断の原則
が適用される余地がある。しかし、銀行業が
広く預金者から資金を集め、これを原資とし
て企業等に融資することを本質とする免許事

業であること、銀行の取締役は金融取引の専
門家であり、その知識経験を活用して融資事
業を行うことが期待されていること、万一銀
行経営が破綻し、あるいは危機に瀕した場合
には預金者及び融資先を始めとして社会一般
に広範かつ深刻な混乱を生じさせること等を
考慮すれば、融資業務に際して要求される銀
行の取締役の注意義務の程度は一般の株式会
社取締役の場合に比べ高い水準のものである
と解され、経営判断の原則が適用される余地
はそれだけ限定的なものにとどまるといわざ
るを得ない。したがって、銀行の取締役は、
融資業務の実施に当たっては、元利金の回収
不能という事態が生じないよう、債権保全の
ため、融資先の経営状況、資産状況等を調査
し、その安全性を確認して貸付を決定し、原
則として確実な担保を徴求する等、相当の措
置を採るべき義務を有する。例外的に、実質
倒産状態にある企業に対する支援策として無
担保又は不十分な担保で追加融資をして再建
又は整理を目指すこと等があり得るにして
も、これが適法とされるためには客観性を
持った再建・整理計画とこれを確実に実行す
る銀行本体の強い経営体質を必要とするな
ど、その経営判断が合理性のあるものでなけ
ればならず、手続的には銀行内部での明確な
計画の策定とその正式な承認を欠かせない」。
「本件では、Ｓグループは、実質倒産状態

にあり、グループ各社の経営状況が改善する
見込みはなく、既存の貸付金の回収のための
事業もその実現可能性に乏しく、「既存の貸
付金の返済は期待できないばかりか、追加融
資は新たな損害を発生させる危険性のある状
況にあった。被告人Ａ及びＢは、そのような
状況を認識しつつた抜本的な方策を講じない
まま、実質無担保の本件各融資を決定、実行
したのであって、上記のような客観性を持っ
た再建・整理計画がなく、所論の損失極小目
的が明確な形で存在したともいえず、総体と
してのその融資判断は著しく合理性を欠いた
ものであり、銀行の取締役として融資に求め
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られる債権保全に係る義務に違反したことは
明らかである」。

３　四国銀行株主代表訴訟事件（4）

事実の概要
Ａ（補助参加人）銀行は、県の観光名所で

闘犬事業を行ってきたＢまたはその会長であ
る C に対して、経営支援のための県融資（本
件県融資）が実行されるまでのつなぎ融資を
要請されたのを契機として、その後の追加融
資との合計18億余円の貸付けを行ったが、こ
の後、Ｂは民事再生手続の開始決定を申し立
て（その後、Ａの反対により同手続は廃止さ
れた）、相当部分が回収できない状況となっ
た。そこで、Ａの株主であるＸ1およびＸ2（原
告・被控訴人・上告人）は、Ａが行った本件
各融資は回収見込みがないにもかかわらず実
行されたものであって、本件各融資の決裁当
時いずれもＡの取締役であった D（被告・控
訴人、原審口頭弁論終結後に死亡したため、
Ｙ1～Ｙ3［被上告人］が訴訟承継）およびＹ
4～Ｙ9（被告・控訴人・被上告人）には、本
件各融資の実行の決裁等に関与し、または、
取締役の監視義務を怠った点でそれぞれ善管
注意義務違反があるとし、Ａに対する損害賠
償を求めて株主代表訴訟を提起した。なお、
本件各融資のうち、実質的には無担保融資で
なされた本件つなぎ融資 （９億5000万円）に
ついては、担当専務であったＹ4および担当
部長であったＹ7が、本件追加融資１（２億
9700万円）および本件追加融資２（１億6500
万円）については担当副頭取であったＹ4お
よび担当部長であったＹ9がそれぞれ実行の
決裁を行い、本件追加融資３（３億9350万円）
については取締役会において、それぞれその
実行を承認する旨の決議をし、取締役会に出
席した代表取締役Ｄら取締役は各決議に賛成
した。

１審判決（5）は、県が融資を実行する意向を
表示しているとしてもそれが実現される蓋然
性は相当低く、Ｂの経営は実質的に破綻して

おりＢの営業利益から貸付金を回収できる状
況ではなく善管注意義務違反があったとし、
Ｘ1らの請求（弁済分を除く）を一部認容した。
原審判決（6）は、Ｂに再建可能性ありとのＹ1
らの判断には合理性が認められ、ＡはＢの倒
産回避のため融資せざるを得ず、そのための
必要最小限で、金額、時期ともに合理的な融
資であるとしてＸ1らの請求を棄却した。

判　　旨
一部破棄差戻、一部棄却。

「元々健全な融資先ではなかった上、前記
事実関係によれば、Ｂの経営を建て直すため
に９億5000万円にも上る本件つなぎ融資を受
けたにもかかわらず、Ｂは、それから１年も
経た平成９年９月には手形決済資金等のため
の追加融資を要請するような経営状態にあ
り、同年末までにＢを含むグループ会社全体
で約２億円もの資金不足が見込まれたという
のである。加えて、本件追加融資１～３（以
下『本件各追加融資』と総称する。）に当たっ
ても、本件つなぎ融資と同様、格別の担保が
徴求された事情はうかがえないことからすれ
ば、上記手形決済資金等のための追加融資の
要請があった時点においては、Ｂに対する追
加融資は、融資金の回収を容易に見込めない
状況にあったものということができる。さら
に、平成11年３月末日の段階では、Ａによる
資産査定によって、Ｂの債務者区分が要注意
先から破綻懸念先に変更されるなど、その経
営状態はいよいよ劣悪で危機的状況に陥って
いたというべきであって、それ以降に行われ
た本件追加融資３は、融資金の回収の見込み
がほとんどなかったものというべきである。

しかしながら、Ａが、Ｂに対する追加融資
を実行しなければ、上記のような経営状態に
あったＢが破綻、倒産する可能性は高く、そ
うなれば、Ｂが本件県融資を受けることがで
きなくなり、本件県融資により回収を予定し
ていたＢに対する本件つなぎ融資の融資金
９億5000万円までもが回収不能となるおそれ
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があった。
以上のような状況の下で決裁関与取締役が

本件各追加融資の実行を決裁したことに合理
性が認められるのは、本件つなぎ融資の融資
金の回収原資をもたらす本件県融資が実行さ
れる相当程度の確実性があり、これが実行さ
れるまでＢの破綻、倒産を回避して、これを
存続させるために追加融資を実行した方が、
追加融資分それ自体が回収不能となる危険性
を考慮しても、全体の回収不能額を小さくす
ることができると判断すること（以下、この
判断を『本件回収見込判断』という。）に合
理性が認められる場合に限られるものという
べきである。」「本件追加融資１については、
決裁関与取締役の本件回収見込判断に合理性
があったものということができる」。
「次に、本件追加融資２および３について

………Ａは、県の最高責任者である知事が本
件県融資の実行にストップをかけたとの連絡
を受け、本件県融資が実行される可能性に
疑念を抱くべき事情が生じていたもの（の）
………県の担当者は知事の意向について上記
連絡をした際、出納帳が中心となって対策
を講じるので今しばらく時間がほしい旨述べ
ていたことから県の担当者らにおいて知事の
意向を踏まえＣ会長一族の排除に積極的に取
組み、その実現が図られることを期待するこ
とは、格別不合理なことではなく、他方、Ａ
は、知事の意向について上記連絡があった
後、県に対し、平成10年７月31日、同年12月
21日と２度にわたり期限を定めた要請書を発
出して、本件県融資の実行を要請したにもか
かわらず、Ｃ会長一族の排除に向けた格別の
進展もなく、県は、２度目の期限である平成
11年３月31日をも徒過し、その時点で、知事
の意向が示された後10か月以上が経過してい
たというのであって、既に、県の担当者らの
取組みによって、Ｂの経営からのＣ会長一族
の排除が実現されることを期待できる状況に
はないことがほぼ明らかになっていたといえ
る上、それまでには、Ａ自身が、その資産査

定において、Ｂの債務者区分を要注意先から
破綻懸念先に変更することを決定しているの
である。そのような状況の下で、ほとんど回
収見込みのない追加融資を実行することは、
単に回収不能額を増大させるだけで、全体の
回収不能額を小さくすることにつながるもの
とはいえない。そうであれば、上記の時点以
前に実行された本件追加融資２については、
決裁関与取締役の本件回収見込判断の合理性
を直ちに否定することはできないものの、そ
れ以降に実行された本件追加融資３について
は、決裁関与取締役の本件回収見込判断は、
著しく不合理であったものといわざるを得な
い」。

二　裁判例の考察

１　金融機関取締役の善管注意義務と経営判
断原則
取締役の経営判断は、リスク要素を含む判

断の専門性から、その判断に裁量が認められ
ることが必要かつ相当である。わが国におい
て検討判断原則は、取締役に善管注意義務違
反があったか否かの評価において、取締役の
経営判断に裁量を認めるものとして判例上認
められてきた。そのことは銀行をはじめとす
る金融機関の取締役にあっても同様である。
したがって、一般の株式会社取締役と同様に、
受託者の善管注意義務（民法644条）及び忠
実義務（会社法355条）を基本としつつも、
いわゆる経営判断の原則が適用される余地が
ある（7）。

ただし、銀行の取締役は、銀行業務の公共
性の観点からリスク管理が肝要であり、業務
の健全性・安全性に配慮した、より慎重な経
営判断を求められる（8）。学説においては、銀
行は株式会社形態を採るがその業務の公共性
の側面に着目し、銀行取締役の注意義務の水
準や経営判断原則の適用の問題において、注
意義務の基準が一般事業会社の取締役と比べ
て高く、したがって、経営判断原則の適用に
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ついても制限的に考える学説がある（9）。一方、
善管注意義務の内容は会社の事業の種類や規
模等の諸要素を反映するから、銀行取締役に
ついて注意義務を議論する必要ないし意味は
ないとする見解もある（10）。また、札幌高裁
平成18年３月２日判決（拓銀エスコリース事
件判決）は、「一般の企業の取締役が負う注
意義務を比較して、いずれが重いかを議論す
ることは意味がない。」と述べる。

しかし、そのような議論は、拓銀特別背任
事件最高裁決定（11）において止揚される形と
なっている。同決定において最高裁は、株式
会社取締役一般に経営判断原則の適用がある
ことを最高裁判所として初めて認め、銀行取
締役の注意義務の程度は一般株式会社の取締
役のそれに比して高く、経営判断原則の適用
も限定されるとの一般論を明らかにするに
至った。また、上記平成18年札幌高裁判決に
ついても、上記説示は、被告取締役が「した
がって、銀行の取締役が一般の営利企業の取
締役に比べて重い注意義務を負担すると解す
るべきではないとの取締役側の主張は採用す
ることができない」と続く一文であった。

２　経営判断原則の適用にかかる審査
経営判断の原則は、裁判所により多少の差

異はあるものの、①その前提となった事実の
認識（情報収集・調査・分析）について不注
意な誤りがあったかどうか、および②事実の
認識に基づく意思決定の過程・内容が会社経
営者として著しく不合理なものであったかど
うか、という二つの側面から審査し、そのよ
うな誤りや不合理がなければ、当該取締役に
は善管注意義務ないし忠実義務違反がなかっ
たとするものである。

アパマンショップＨＤ株主代表訴訟事件（12）

は、最高裁が初めて民事事件において審査す
る際の基準として、経営判断原則を明確に位
置づけた事件である（13）。同判決は、「……取
締役において、株式の取得を円滑に進める必
要性の程度等をも総合考慮して決定すること

ができ、その決定の過程、内容に著しく不合
理な点がない限り、取締役としての善管注意
義務に違反するものではないと解すべきであ
る。」と述べる。

経営判断原則の母国であるアメリカでは、
経営判断原則は審査能力の限界から一定の要
件のもとに裁判所による審査を排除する法理
として機能するのに対し、わが国においては、
取締役の経営判断に裁量を認めつつ、裁判所
は当該経営判断の過程のみならず内容につい
ても審査をしていくという相違がある（14）。

３　アメリカにおける銀行のコーポレート・
ガバナンスにかかる議論（15）

アメリカでは、預金保険制度等、金融機関
を取り巻く規制環境から取締役の注意義務の
程度について考察する立場が有力である。ま
た、コーポレート・ガバナンスの枠組みから
一般株式会社の場合との相違を位置づけてい
る。それはたとえば以下のように説明される。
「コーポレート・ガバナンスの主たる役割

は、会社役員が自己の利益ではなく株主の利
益を図るよう、利益相反を防止することにあ
る。ところで、金融機関では、株主や取締役
会に対し、結果的に預金者、預金保険に損失
が帰属するようなリスクを避けさせようとす
る連邦法の配慮が存在することにより、コー
ポレート・ガバナンスの問題はより複雑なも
のとなる。

金融機関では、株主、取締役会は、一般事
業会社の株主、取締役会に比して、不合理な
リスクを追及するインセンティブがより一層
強くなることから、より明らかとなる。すな
わち、それは以下のような理由による。

第一に、金融機関の債権者である預金者は、
情報収集にコストがかかるため、その利害を
有する預金に関し、会社（金融機関）側のリ
スク・テイクの抑止力とはならないことであ
る。

第二に、規制当局が預金保険基金による補
償が行われることとなった場合に、これを適
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切に評価することには困難が伴うことであ
る。

第三に、多くの金融機関では、預金者とし
ての債権者に対し、株主の比率は低いことで
ある。つまり、預金者と預金保険基金に対す
る関係で、金融機関運営上のより多くの利潤
をレバレッジし、より多くの損失をシフトす
ることを株主に認める結果となるのである。」

以上の見解は、アメリカにおいて、預金保
険制度の存在がモラル・ハザード（道徳的な
落とし穴）を招くとの認識があること、なら
びに、付保金融機関の処理や救済のために公
的資金が使用・投入されることは、納税者意
識から非難をもって見られるという共通認識
が底流になっていると解される。

ただし、預金保険制度は、銀行業務の公共
性と金融機能の維持・継続の観点から、ステー
ク・ホールダーの保護において、金融機能に
係る利益享受を補充する制度としても理解で
きる。

重要なことは、上記の金融機関の取締役等
役員は一般事業会社の役員に比して、より高
い注意義務を備えなければならないとの考え
が導かれていることである。すなわち、上記
見解は、「以上のメカニズムから、付保金融
機関の取締役は、一般事業会社の役員と比較
すると、法律違反、注意義務・忠実義務違反
に係る高い責任が認められるべきであり、付
保金融機関の役員は高い品質を備えなければ
ならない」旨を述べている。

これに対し、わが国では、上記最高裁決定
が明らかにしたように、民事法の解釈につい
て銀行法等の規制法の趣旨を反映させて考察
し、注意義務の程度についての結論を導く手
法が窺える（16）。あくまでも、法解釈の中で、高
い銀行取締役の注意義務水準に至っている。

４　金融機関の融資決裁に係る善管注意義務
銀行取締役について注意義務の水準が高

く、経営判断原則の適用が限定されるとの理
由として上記最高裁決定が挙げる三点はいず

れも、銀行業務の公共性から健全性・安全性
の側面で銀行業を規制する銀行法が配慮する
事柄でもある。これら三点への言及は、信用
リスク、システミック・リスクなど銀行業務
の持つリスクについて、リスクが大きく、リ
スクが発現した場合はその影響も重大である
ことから、銀行取締役には、取巻く状況や情
報、リスクを的確に分析・検討できる高い専
門的能力が必要であることを示唆している

（銀行法１条・７条・７条の２・６条・27条）。
銀行融資に関するリスクは、融資債権の回

収可能性に存するところ、融資一般に係る善
管注意義務として債権保全義務を課し、回収
可能性にかかるリスク管理を求めている。そ
のため、融資の回収不能のリスクを回避する
必要性から相手方の安全性を確認することを
求め、債権の担保物件徴求を原則とすべきと
述べる。

さらに、無担保融資の場合でも融資先の再
建・再編を通じた回収が見込める場合には、
回収可能性が確保できる限り経営判断として
融資が認められ得る。

ただし、このような例外的状況下での融資
は、回収可能債権にかかるリスクは重大であ
り、債権保全についてはかなりの確実性が要
求されることとなる。

５　例外的状況下での融資
最高裁決定は、会社法上のコーポレート・

ガバナンスの一環である取締役の善管注意義
務について、銀行法の趣旨と整合的に解釈さ
れるべきことを示している。したがって、銀
行取締役は、善管注意義務として銀行業務の
健全性・安全性に配慮しつつ、銀行に対する
リスクに対処し、重大なリスクに直面しない
よう慎重な経営判断をする必要がある。

同決定は、融資業務に関し、取締役の経営
判断原則を回収可能性に係るリスク管理の観
点から評価し、融資の回収可能性をメルク
マールとして善管注意についての解釈を行っ
ている。善管注意義務に関する最高裁の立場
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からは、融資判断に取締役の裁量は認められ
るが、判断の評価については、収集された当
時の適確な情報をもとにして、融資債権の回
収可能性について合理的な説明が成り立つ
か、さらに、回収確保としてリスク管理が必
要十分になされていたかが検討されなければ
ならない。

さらに、拓銀カブトデコム事件判決、拓銀
特別背任事件決定、四国銀行株主代表訴訟事
件判決において、最高裁は、厳格なリスク管
理要件のもとに、無担保ないし十分な担保が
なくとも取締役の経営判断による例外的融資
を認めている（17）。これは債権保全義務の見
地からは、無担保であっても回収可能性にお
いて無担保を補うに足る状況があり、有担保
の場合と同等の評価があり得ることに基づい
ている。ただしこの状況下では、経営判断原
則に係る裁量は厳しく制限される。上記決定
は、「例外的に、実質倒産状態にある企業に
対する支援策として無担保又は不十分な担保
で追加融資をして再建又は整理を目指すこと
等があり得るとしても、これが適法とされる
ためには客観性を持った再建・整理計画とこ
れを確実に実行する銀行本体の強い経営体質
を必要とする」と述べる。こうして最高裁は、
この場合の経営判断の合理性評価に絞り込み
をかけている。

さらに、四国銀行株主代表訴訟事件判決（18）

では、追加融資について「費用対効果」が要
求されている。

この事件ではつなぎ融資を受けた後１年も
経たない時点で、融資先の営業利益からの追
加融資回収の見込みはほとんどなかったが、
追加融資をしなければ本件融資回収原資の受
け皿としての相手先そのものが経営破綻や倒
産により存在し得なくなるおそれがあった。
そこで、本判決は、本件追加融資分を「費用」
として捉え、融資全体の損失を最小化する判
断（回収見込判断）に本件追加融資決裁の合
理性を求めている。

本件融資回収の実質的な回収原資である本

件県融資実行の可能性がなくなったと判断す
べき状況になれば、追加融資の上記「費用」
としての意義は失われることになるから、そ
の後になされた本件追加融資の一部（追加融
資３）については、単に回収不能額を増大さ
せるだけのもので回収見込判断として合理性
を欠いたものとなり、この点について善管注
意義務違反を認めた。

以上のように、銀行取締役の注意義務基準
が高いとされることは、合理的と評価されう
る行為を、行為基準として具体的に方向づけ
る効果をもたらす。ここに注意義務の高低を
論ずる意義があるといえる（19）。

三　経営判断にかかる考慮要素

１　無形の間接的利益
取締役が融資決裁にあたり考慮し得る要素

について、以下の判例は、「銀行が被るおそ
れのある社会的批判や信用失墜」「社会的な
悪影響」等の計量し得ない、あるいはそれが
困難な利益をも含めて考えている。

東京地裁平成16年３月25日判決は、経営破
綻のおそれある融資先に対する融資決裁につ
いて、「融資先を支援せずに破綻させたこと
により銀行が被るおそれのある社会的批判や
信用失墜、銀行の系列会社の取引や銀行の資
金調達コストに与える影響、さらには既存の
取引先の離反や将来の取引機会の喪失などの
二次的・間接的な損失をも的確に把握し、こ
れらを具体化する方策を検討する必要があ
る。」と言及している。

また、宮崎地裁平成23年３月４日判決は、
「融資を決裁する常務会理事としては、金融・
経済情勢、融資先の財務・経営状況、融資先
とＡとの関係を踏まえた上で、支援をしない
場合に見込まれる損失、すなわち、当該融資
を拒否した場合に融資先が破綻する可能性、
破綻したことにより回収不能になることが見
込まれる既存の貸付金の額及び社会的な悪影
響等を的確に把握するとともに、融資をして
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企業の延命を図り事業を継続させることで、
全体として貸付金をどの程度回収できるかな
どを適切に分析検討した上、支援しない場合
に被る不利益より支援した場合に得られる利
益の方が大きいと判断することに合理性が認
められる場合に限って、その支援を行うこと
が許されるものというべきである。」と言及
した。このように、本判決は、例外的状況下
での融資について、理事に経営判断に基づく
総合的判断を認め、それら要素に社会的な悪
影響をも盛り込んで考えている（20）。

しかしながら、上記検討から理解される最
高裁の立場では、「融資を打ち切る場合に予
測される損失の回避、すなわち追加融資につ
いて既存融資の回収不能額が最小化できる
か」、「追加融資という費用を用いてこれに見
合う効果が予測できるか」等、金融機関自体
の直接的、具体的、計量的な経済的利益を念
頭に置いて検討されていることが指摘でき
る。

さらに、一般株式会社の場合との比較にお
いて、最高裁は、預金取扱い金融機関以外の
一般事業会社の事例であるアパマンショップ
HD 株主代表訴訟事件判決において、取締役
の善管注意義務違反の評価に関し、経営判断
に経営判断原則を適用するに際して、総合的・
概括的評価を認めた。これは、「諸般の事情
を総合考慮できることを明らかにし、それを
前提に、その決定の過程、内容に著しく不合
理な点がない限り、取締役としての善管注意
義務に違反しない。」とするものである。こ
のことは、一般の株式会社の場合には取締役
の裁量がかなり広いことを示唆するものであ
り、銀行取締役の融資判断に係る評価の場合
と明らかな対照を示している。

このように、最高裁は、一般株式会社と銀
行を含む預金取扱金融機関について、両者の
本質的部分にしたがって峻別し、その上でそ
れぞれにおける取締役の善管注意義務の内容
を考察していると指摘できる。それは、株式
会社全体を想定し、その中で単に業種の違い

による善管注意義務を区別するに留まるもの
ではない。金融機関取締役の善管注意義務と
して、より厳格なリスク管理が求められてい
るのであり、したがって、経営判断において
無形の間接的利益を考慮要素とすることはで
きないと解される。

２　取締役の経営判断に係る考慮利益
では、なぜ善管注意義務違反の有無の評価

にあたり、取締役の経営判断について経済的
利益のみが問題とされ、銀行融資が果たす社
会・公共的役割や地域経済に対する影響等の
利益は取締役の裁量判断の対象に含まれない
のだろうか。

その答えは、第一に、銀行融資について債
権回収可能性をメルクマールとし、予想回収
額という当該銀行にとっての経済的・計量的
利益を経営判断の考慮利益としているからで
ある。

第二に、上記疑問には、取締役の善管注意
義務の内容ならびに経営判断原則適用にかか
る情報の適格性の観点から、以下のように解
答することができる。

まず、企業経営者には一般に、リスク・テ
イクを容認する必要性、合理性から、取締役
の経営判断については経営判断原則が適用さ
れることは、学説・判例上ともに認められて
いる。そこで、取締役は経営判断にあたり常
に時機に応じて適確な情報を入手し、合理的
な分析をなし、新たな判断をすることが求め
られ、その判断過程には経営判断原則が適用
される。この情報は有形、無形を問わないが、
判断が的確な情報に基礎づけられ、その結論
に不合理はないかが判断されるのである（21）。

したがって、裁判所による取締役の善管注
意義務違反の有無にかかる審査は、取締役が
果たして適切なリスク管理をしていたか否か
が基準となることとなる。その中で、銀行取
締役に関しては一般株式会社取締役に比して
厳格な水準が要求され、したがって、経営判
断にかかる裁量が制限されて経営判断原則の
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適用は限定的なものとされることとなるので
ある。

そうであるならば、経営判断原則適用にか
かる経営判断の対象となり得る情報は、取締
役が果たすべきリスク管理の適切性を評価で
きるものであること、それはすなわち、適切
なリスク・管理の資料として客観化できる情
報のみが、善管注意義務違反の評価において
問題とされることになる。そうすると、たと
えば、当該銀行融資に関わる社会的公共性、
銀行の信用性の保持、社会的影響等は、経営
判断原則適用にかかる情報の対象としては適
確性を欠く要素となる。最高裁判決が、それ
らを善管注意義務違反にかかる経営判断の評
価において顧慮していないことは、以上のと
ころから首肯できる。

３　公共性の抗弁に係る可否
四国銀行株主代表訴訟事件は、銀行が「メ

インバンクの関係」にあった県から要請を受
け、県融資実行までのつなぎ融資、さらに追
加融資を行った事例である。 

控訴審判決（22）は、「経営判断に係る判断に
おける考慮要素について、銀行の取締役によ
る予信業務の執行においては、それによる利
益獲得の見込みと損失発生の危険という将来
予測を基本とし、これに種々の政策的配慮も
加えながら、これに基づく信用リスクの管理
を適切に行いつつ、大局的長期的見地から総
合的に判断を行うべきものであり、本件融資
においては、信用リスクの管理という観点か
ら最も重要となる訴外会社からの融資の返済
可能性につき、①県による直貸しの可能性お
よび②訴外会社の財務状況の改善の可能性と
言う二つの考慮要素が重要なものとなること
はいうまでもない」とした。

一審被告らおよび四国銀行は、①②に加え
て、③訴外会社の県の観光事業における役割
とそれらに対する県の支援継続の意思、④四
国銀行の県における地位と果たすべき社会的
公共的役割（特に訴外会社を事実上倒産させ

た場合の地元取引先等に与える影響と四国銀
行の信頼低下）、⑤四国銀行が県との信頼関
係を継続することの必要性、⑥四国銀行が県
との信頼関係を継続することによる長期的視
点に立ったメリットと打ち切ることによる信
頼関係喪失の場合のデメリットを総合して判
断しなければならない旨主張したところ、こ
の点につき控訴審判決は以下のように述べ
た。
「確かに、銀行の融資判断に際しては、業

務による利益獲得の見込みと損失発生の危険
という将来予測を基本としながらも、社会的
存在としての会社がその位置付けに応じて果
たすべき公共的役割およびこれに対する地域
社会や地方自治体等の期待、これを充足する
ことによる社会的信頼の維持拡大、これらを
通じての会社に対する生来的な有形無形の寄
与等の政策的配慮が大局的長期的見地から必
要となるから、銀行の取締役の融資に関する
判断が善管注意義務に違反するか否かを判断
するに際し、当該融資の公共性が一つの要素
となり得ることは否定できず、また、訴外会
社が桂浜公園内における土産物の販売のほか
闘犬興業を独占的に行っていたことからすれ
ば、訴外会社が倒産し廃業するに至った場合、
何らかの代替策が講じられるまでの間、桂浜
観光の物的資源の一つが喪失するということ
になるから、訴外会社に対する救済融資が県
下の観光事業を支援するという意味合いを有
し、その意味で公共性を有することも否定で
きず、また、取締役の経営判断は長期的な将
来予測に基づいて総合的に行われるべきもの
であるから、そのような視点に立って、上記
①および②の要素に対し付加的に、上記③な
いし⑥の各要素についても考慮することは、
銀行自身が破綻に瀕しているなどの特段の事
情のない場合においては、むしろ当然である
ということができるが、ただ、いかに銀行業
務が通常の営利企業の業務と異なって公共性
を有し、また、特に地方銀行にあってはその
地域社会において一定の公益的役割を果たす
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ことが期待されているとしても、銀行の取締
役としては、預金者等の保護を確保するとと
もに金融の円滑を図るため信用リスクを適切
に管理しつつ安全な資金運用を行うことが求
められる以上、上記①および②に係る取締役
の判断がいずれも著しく合理性を欠くものと
評価される場合にまで、上記③ないし⑥の要
素のみをもって直ちに融資実行に関する経営
判断が著しく合理性を欠くものでないとする
ことは困難であり、その意味では、上記③な
いし⑥の要素はあくまで付加的補充的に考慮
されるものと位置付けるのが相当である」と
している。

拓銀特別背任事件では、被告取締役側は、
取締役の行為が既存の貸付金の回収額をより
多くして拓銀の損失を極小化し、拓銀自体に
対する信用不安の発生を防止し、さらに、融
資打切りによる地域社会の混乱を回避する等
の様々な事情を考慮して総合的に判断するこ
とを求められていたこと、同判断が極めて高
度な政策的、予測的、専門的な経営判断事項
に属し、広い裁量を認めるべきものであるこ
と等を挙げて、それが著しく不当な判断でな
い限り尊重されるべきであるとし任務違背が
なかったと主張した。

これに対応する形で、上記のとおり、最高
裁決定は銀行取締役の注意義務水準が一般の
株式会社の取締役に比して高く、したがって、
経営判断原則の適用も制限される旨を展開し
たのである。

また、拓銀カブトデコム事件で取締役側は、
融資にかかる社会的責任を果たすために追加
融資をしたのであって、かかる経営判断は経
営判断原則の適用により保護されると主張し
た。これに対し、控訴審判決（23）は、以下の
ように判断した。
「第３融資は、客観的には、既に資産状況

が危殆に瀕したカブトデコムに対する融資で
あったことが明らかであるが、それは、それ
までの拓銀のカブトデコム及びエイペックス
事業についての融資経過及び関与の深さに鑑

みると、カブトデコムの即時の倒産を回避し
て、従前からの拓銀の取引先企業等を含む関
連倒産を防止し、リーディングバンクを標榜
する拓銀として北海道内の金融秩序を維持す
るほか、その他の経済的混乱を回避するとと
もに、拓銀が全面的に支援し、関与してきた
エイペックス事業の独立と継続を図り、もっ
て、拓銀の銀行としての対外的信用を維持す
るという目的のもとに実施された融資とし
て、その相当性を肯定する余地があるという
べきである。」と述べた。

しかし、上告審の最高裁は、この公共性の
抗弁には答えていない。判決は、取締役の主
張の合理性を突くに留まりこの点について直
接に言及していない。それらの要素は、最高
裁が掲げた債権保全義務とは関係しない事柄
である。取締役側のこのような公共性にかか
る抗弁は、上記のように、拓銀特別背任決定
や四国銀行株主代表訴訟事件でも見られた
が、いずれも最高裁判決は言及していないの
もかかる観点から理解することができる。

さらに、最高裁の立場からは、銀行業務に
係る公共的役割は、銀行業務にかかる利益が
確保された上で果たされるべき関係にあるこ
とが推察される。

むしろ、このような「公共性への懸念」は、
注意義務違反を問われている取締役側からの
抗弁ではなく、取締役の注意義務や責任の面
で積極的な意義を発揮すべきものといえる。
すなわち、取締役側の主張としてセーフハー
バーとしての機能をそれらに求めるのなら
ば、たとえば、「内部統制システム構築義務
において、予防策を講じることで善管注意義
務を充たしている」という形で生かすべきも
のといえる。そのような考察の手掛かりとな
り得るものとして、以下のアメリカの判例を
検討する。
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四　当局との合意と善管注意義務（FDIC v. 
Stahl, 89 F.3d 1510（11th Cir. 1996）.）

１　事実の概要
ブロワード・フェデラル貯蓄貸付金融機関

（以下Ｂ銀行という）は、1978年に創立され
た連邦免許の相互金融機関である。Ｂ銀行は、
預金者を集めるために預金に高利率を付して
いたが、そのコストをカバーするため商業貸
付について多くのリスキーな融資を行った。
貯蓄貸付組合の監督機関であった FHLBB

（連邦住宅貸付銀行理事会）は、1982年と
1983年の間に実施した銀行検査の中で銀行の
貸付業務と評価手続について不都合があるこ
とを発見した。1984年には事態はより悪化し、
当局は銀行の取締役会に対し当局との間で監
督上締結されていた合意を履行するように求
めた。監督上の合意は、銀行が貸付拡大の前
に一定の予防措置を採ることを定めていた。
その後、Ｂ銀行取締役会は、監督上の合意に
基づき新しいガイドラインと貸付政策を採用
した。

本件で問題となった７件の融資は、1984年
から1986年にかけて行われたが、取締役のス
タールとケプラックがそれらを承認し、取締
役会もそれらを認めていた。FDIC（連邦預
金保険公社）は貸付を承認したことにより、
取締役が銀行に対し実質的な損失を生じさせ
たとして損害賠償を求めて訴訟を提起した。
取締役に対する審理に続く陪審の評決で、ス
タールとケプラックの責任について、FDIC
を支持して1860万ドルの賠償が認められた。
他の二人の社外取締役については責任が否
定された。その後、地方裁判所は、スター
ルとケプラックに対する陪審の評決を退け、
FDIC の挙証は不十分なものであり、被告に
対して不公正な最終弁論がなされたという理
由から、新たに審理を認め（FDIC v. Stahl, 
854 F. Supp.1565（S.D.Fla.（1994）.）、取締役
の主張を支持する結論を下した。

これに対し FDIC は控訴し、スタールとケ
プラックの側も交差控訴したところ、本件11
巡回区控訴裁判所は、スタールとケプラック
に関する陪審の評決の内容を支持し、新たな
審理を認めた原審の判断を覆して事件を差し
戻した。以下では本稿の関連部分につき取り
上げる。

２　判　　旨
「経営判断原則は、取締役の決定を後知恵

で検討させない方法である。経営判断原則の
保護が認められるためには、判断について相
当の注意（due care）をしていたことが必要
である。相当の注意が行使されている限り、
詐欺的に、不法に、あるいは抑圧的に、また
は悪意でなされた行為でない場合、誠実に
行った判断の誤り、判断のミスをした取締役
は経営判断原則により保護される。

原審は、スタールとケプラックが相当の注
意を欠いていたとした陪審の評決を退けるに
あたり、注意の基準を充足する証拠を誤って
理解している。原審は、当局との監督上の合
意、および FHLBB のガイドラインＲ ︲41ｂ
は注意の基準を定めるものでないとし、取締
役には基準に対し全体として不履行がなかっ
たとする誤りをおかしている。

1982年から1984年までの銀行検査報告書
は、Ｂ銀行の商業貸付と評価手続に問題があ
るとし、当局は慎重な貸付基準を履行するこ
とを義務づける監督上の合意にサインさせて
いた。調査にあたった銀行検査官は、問題と
なっているうちの６件の融資について調査を
行い、それらが業界の基準、監督上の合意、
FHLBB の慎重な貸付業務についての評価基
準、Ｂ銀行が採用した新たな貸付ポリシーに
違反していると報告した。それらは、本件に
おいて、取締役が貸付承認に際して、監督上
の合意とR︲41ｂの遵守に関連して、相当の注
意を果たさなかったことを推測させる。当裁
判所は、陪審において、取締役が貸付に際し
て相当の注意を尽くさなかったとされたこと
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を重視する。地方裁判所は取締役に関する法
律問題を判断するについて誤りをしたと解
し、FDIC に与した陪審の評決を回復するも
のである」。

３　検　　討
⑴　本件控訴審判決は、原判決が取締役の「何
もしない経営判断」を肯定したことについて
批判を向けた。

経営判断原則についてはいくつかの捉え方
があるが、取締役の決定を尊重し、裁判所に
よる検討について、決定の内容や結果よりは、
決定のプロセスに焦点を合わせる立場がまず
挙げられる。すなわち、その検討は、取締役
が経営決定について情報を得ていたか、誠実
に利益相反なく行為したか、について行われ
る。

本判決は、経営判断原則の適用の要件とし
て相当の注意が必要であるとし、本件ではこ
の要件が充足されていないと解した。当局と
の監督上の合意に反する状況であることは、
取締役が信認義務に違反していることの証拠
を示すものであるとし、スタールらについて
経営判断原則の適用を否定した。この点につ
いて、原審は、相当の注意の対象とはならず、
本件において、経営判断原則の要件は充足さ
れていると判断していた。

経営判断原則が適用されるためには、取締
役の権限内の決定であること、取引から取締
役が個人的利益を受けていないこと、相当の
注意を尽くしたこと、誠実であったことが必
要とされ、本判決もこれらの要件を挙げてい
る。また、相当の注意を欠くとは、一般に、
被告の過失がその訴訟の主因であるケースに
おいて、訴訟の原因を構成する主要事実、あ
るいは取引との関係で、当事者が不注意、あ
るいは法律違反があることを意味する。

原判決は、FDIC がＢ銀行の貸付業務評価
の拠り所としたメモランダムＲ‐41ｂは、当
局の内部的な利用のためのもので法律でな
く、また、監督上の合意についても、解任な

ど金融機関の規制の根拠とはなっても、取締
役の注意義務についての基準とはならないと
した。その上で、取締役たちは、慎重な選択
をし、もっともふさわしいコンサルタントの
アドバイスを聞き、経済悪化の時期に金融機
関を救済しようとしたもので、不注意なもの
ではなく、会社の最善の利益であると考え、
情報に基いた決定であったとし、経営判断原
則の適用による保護を認めた。
⑵　本件において当局の監督上の合意により
Ｂ銀行に求められた予防措置は、借主や保証
人の財務報告書の提出、プロジェクトの採
算性の必要性や不動産担保貸付に関するＲ‐
４１ｂの充足など、融資拡大に当たって銀行
が留意すべき基本的な内容であった。

原審によると、当局のメモランダムが取締
役の注意義務の基準とならないのは、結局の
ところ取締役の行為を規制する法ではないか
らという。しかし銀行融資に際しての取締役
の注意義務について、そのように単純に割り
切ることは適切ではない。銀行融資に関する
規制は、その多くがコモン・ローやレギュレー
ションに基づいて行われているからである。

さらに、Ｂ銀行は当局との監督合意に基づ
いて新たに貸付政策を採用したが、それは遵
守されていないことから当局から指摘を受け
ていた。融資に際して取締役の注意義務が問
題となる場合、必ずしも直接に融資業務に当
たるのではない取締役に責任が認められるた
めには、コンプライアンス・システム（内部
統制）の不備を問うことが必要となるところ、
本件では、コンプライアンスの設定はあるが、
その適切な稼動が確保されていないと見るこ
とができる。取締役に経営判断原則を適用す
ることは、取締役がコンプライアンスに反し
ている事実を認識しながら、その状況を放置
することを認めてしまう結果となろう。

以上のところから、融資に際しての銀行監
督上の基準に反し、あるいは当局との監督合
意に基づいたコンプライアンスに反している
という状況は、取締役としての注意義務の履
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行について相当な配慮を欠いたものといえ
る。したがって、控訴裁判所が、経営判断原
則の適用を認めなかったことは適切といえ
る。
⑶　さらにこの判決について重要なことは、
本件の当局との合意が「法律」にあたるかど
うかではなく、当局との合意に従った規律を
為すことが、銀行取締役の忠実義務・注意義
務の内容となるか否かが問題となるというこ
とである。正に本判決はこの点を問題とした
のであった。

本判決は、当局との監督上の合意や当局の
レギュレーション、監督合意をもとに新たに
定立された銀行の貸付政策に反していた行為
は、取締役の注意義務違反を推認させるもの
と評価した。このことは、結果的に、取締役
の信認義務について、当局との監督上の合意
やレギュレーションの遵守が注意義務の基準
となりうるという状況をもたらしたともいえ
る。この点は、わが国の金融機関規制にとっ
ても、大いに示唆的である。

銀行業務の公共性は、銀行業務遂行の公正
性と直結する。銀行業務の公正性の確保のた
め、金融検査マニュアルに基づく規制等、細
部にわたる銀行規制が展開されている。した
がって、経営者たる取締役はこれに適合する
よう銀行業務を展開すべき善管注意義務を負
うこととなるのである。

さらに、このような内部統制については、
各銀行が、たとえば、金融による地域社会へ
の貢献や自行の社会的信用維持等の銀行の公
共性に関する事項を合わせてポリシーとして
掲げて、文書の形で表すことが可能であろう。

五　金融機関規制法の位置づけ

１　銀行法の目的
金融機関規制の主法たる銀行法の１条１項

は、公共性について、銀行の公共性ではなく、
銀行「業務」として言及する。信用の維持・
預金者保護・金融の円滑は、銀行業務の公共

性に関するものである。そして、この銀行業
務の公共性は、銀行法の目的規定の文言が示
す通り、国民経済の発展に資するものであり、
これ自体は法的概念ではないと解される。銀
行法１条１項にいう「銀行業務の公共性」は、
国民経済上重要な役割を果たす銀行の業務の
性格を規定したものに留まると解される。

しかしながら、銀行法１条１項が直接的な
法的根拠となるものではないとしても、銀行
法１条１項が何らの法的効力をも有しないと
考えることは適切ではない。同項が銀行法に
定められた目的規定であるからである。すな
わち、目的規定としての機能の点から法的効
力について考察することができると考えられ
る。

目的規定とは、個別の法律の条文見出しに
（目的）、（目的等）、（この法律の目的）と掲
げられている条文とされる。実質的には、当
該法律の目的を明らかにする条文を意味す
る。

では、目的規定はどのような機能を有する
ものであろうか。目的規定は、当該法律の理
念を指示し、利益の比較衡量の要素を提示し
ているときは、解釈あるいは法の運用に際し
ての指針となる。また、処分等の要件の判断
基準として機能する場合がある。目的規定が
法規として機能することになる場合は、当該
目的規定の内容の解釈が必要となる（24）。

この目的規定に関する考察において重要な
点は、目的規定が当該法律の制定時における
立法者意思を示した規定であることである。
つまり、目的規定は法の解釈に一定の限定的
機能をもたらすと考えられる（25）。

それでは、銀行法１条１項の規定は、目的
規定としてどのように解釈できるであろう
か。

銀行法１条１項は銀行法の目的を定めてい
る。すなわち、「この法律は、銀行の業務の
公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等
の保護を確保するとともに金融の円滑を図る
ため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期
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し、もって国民経済の健全な発展に資するこ
とを目的とする」としている。

全体の文言を検討するに、この条文は、「銀
行業務が公共性をもつこと」から、「①信用
の維持　②預金者等の保護　③金融の円滑　
のために、銀行をして健全かつ適切に運営さ
せ、もって国民経済の健全な発展に寄与する
ことを目的とする」ものと解される。すなわ
ち、銀行法１条１項は、銀行法の施行による
三点の規制によって実現される銀行業務の公
共性に言及している。

ところで、銀行業務は規制法である銀行法
の対象であるが、銀行は株式会社であり（銀
行法５条１項）、銀行業務の展開は私企業と
して展開される。

そして、法的な規制や評価の観点に関して
は、公共性を有する銀行業務は、銀行法とい
う規制法の対象であるが、会社法をはじめと
して民事法によっても規制され評価されるこ
ととなり、具体的には、それは主として、銀
行のコーポレート・ガバナンスによって実現
される。このように、銀行法、会社法を含む
全法秩序を観念することができるが、規制法
秩序、民事法秩序等それぞれの法秩序を統括
するものは、「銀行業務の公共性」である。
すなわち、銀行法と会社法は、この意味にお
いて協働すると捉えることができる。

したがって銀行業務の公共性は、銀行法自
体の解釈だけでなく、銀行をめぐる法秩序の
解釈に影響を及ぼすものといえる。

このように、規制法である銀行法の目的を
あらわす目的規定は、会社法・民法―たとえ
ば、銀行取締役の注意義務（会社法330条、
民法644条、会社法355条）―の解釈につき、
銀行業務の公共性を媒介として解釈に影響を
及ぼすこととなる。

上記拓銀特別背任事件最高裁決定は、まさ
にこれらのことを認めたものである。このよ
うにして、同決定は、銀行取締役の善管注意
義務の解釈に銀行法の趣旨を反映させたとい
える。

２　銀行業務の公共性
銀行業は、預金者から預金を受け入れ、そ

れを融資することで、成り立っている。銀行
による信用仲介は、同時に、地域社会にも貢
献することがあり、とりわけ、地域開発上の
プロジェクト・ファイナンスにあっては、融
資は地域貢献として銀行の社会的責任であ
る、あるいは、逆に、銀行の公共性から融資
の引き上げは認められないなどの議論が見ら
れる。

銀行の経済的機能は、銀行が社会―国家や
各経済主体の公共の用具として金融機能を発
揮することに存する。したがって、銀行業務
の公共性は、金融機能を享受する利害関係者
の間を金融がめぐり、かつ、金融機能の維持・
継続が図られることによって果される。そこ
で、銀行経営を委ねられた取締役には、金融
の利害関係者が金融機能を享受できるように
利益を図り、金融機能が維持・継続されるよ
うに、経営判断にあたっては慎重で注意深い
経営判断が要求される。

そして、そもそも、金融機関の金融機能を
享受する利害関係者―とりわけ預金者や金融
の利益を享受する企業に金融機能の維持・継
続を図るためには、金融機関のリスク管理が
徹底され銀行の利益が確保されている必要が
ある。銀行取締役の経営判断にあたっては、
経営上のリスク管理が要点であり、適切なリ
スク管理は、また、銀行法の目的規定が言及
する信用秩序の維持、預金者保護、金融の円
滑にとっても根幹的な要請である。

さらに、金融機能の維持・継続を問題とす
る金融業務の公共性は、金融の利益享受者か
らの信認を確保する意味からも、金融が健全
な形で融通されることが不可欠となる。銀行
法等の金融機関規制法は、金融機関、金融機
関業務に対し、健全性・安全性の観点から規
制を行い、金融機関業務の公共性を担保して
いる。

金融が不公正な目的に利用される場合に
は、取締役の善管注意義務違反が問題となり
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得る。たとえば、拓銀ミヤシタルート事件第
一審判決（26）は、「融資時点においては確実な
担保を徴することができないときでも、広く
産業を保護育成するという観点から、当該企
業の将来性への投資という趣旨で、融資に踏
み切ることも、その裁量の範囲内にある相当
な判断ということができる場合が多いと思わ
れる。他方、このような場合には当たらず、
融資金の使途が本業以外にいわゆる財テクで
あって、社会的に有用な産業の保護育成に資
することにもつながらず、しかも、本業での
利益をもって回収に充てることができず、か
つ、類型的に回収不能の危険性が少なくない
と容易に予想することができるにもかかわら
ず、十分な担保を採ることなく融資を実行し、
あるいはこれを知りながら放置するというよ
うなことは、その裁量を逸脱した判断として、
善管注意義務違反ないし忠実義務違反に当た
るというべきである。」と述べている。した
がって、銀行取締役は、銀行業務の健全性・
安全性の確保についても善管注意として義務
を負うといえる。金融を供与された金銭の使
途がたとえば仕手戦に利用される等の場合に
は、銀行業務の健全性が阻害されるおそれが
あり、善管注意義務違反が問題となり得るで
あろう。健全性・安全性を欠いた金融は、結
局のところ、銀行経営にとりリスクが高いも
のとなる。したがって、銀行取締役は、たと
えば融資金の使途等についても確認をするこ
とが求められる。

このようにして、金融機関取締役には一般
株式会社の取締役に比して高い水準の注意義
務が要請され、それだけ裁量も限定されると
ころから、経営判断原則の適用の範囲は限定
されることとなる。

３　銀行の公共性
銀行法１条１項は、銀行取締役の注意義務

の内容を画するものではないが、しかし、銀
行取締役の善管注意義務の充足にあたり、銀
行経営者は、銀行法１条１項に反することは

できない。すなわち、銀行法１条１項は取締
役の注意義務の直接の内容となるのではない
が、銀行業務が公共性を有するということか
ら、銀行取締役の善管注意義務は、銀行法１
条１項と整合的に果たされなければならな
い（27）。

ただし、「銀行の公共性」については、こ
れが取締役の善管注意義務に直接に影響を与
えるものと考えることはできない。「銀行業
務の公共性」と「銀行の公共性」は区別され
るからである。「銀行業務の公共性」は、銀
行が経済上、信用仲介を中心として、金融の
利益を提供するについて重要な役割を果たす
ことを法的な要素に引き上げる用語であり、
銀行法１条１項が言及するものである。

他方、「銀行の公共性」は、銀行に寄せら
れる期待や銀行の社会的責任の観点を表現す
るものである。銀行経営者たる取締役の善管
注意義務は、あくまで銀行が私企業であるこ
とが前提となる。したがって、銀行の公共性
は、善管注意義務違反にかかる責任を直接に
縮小する方向に導くものと解するべきではな
い。地域経済に銀行が果たす等の銀行の公共
性は、銀行の利益が確保された上で充たされ
るべきものである（28）。

取締役側ならびにカブトデコム控訴審判決
は、融資の可否についての考慮要素として、
回収の確実性以外に、銀行の有する公共的な
使命―融資打切りにより生じる地域経済等へ
の影響についても考慮しうるとしたが、最高
裁判決が、このような「公共性の抗弁」に直
接言及していないことは、前述した通りであ
る。

銀行は受信行為と与信行為を併せ行う（銀
行法２条２項１号）点で他の金融会社と区別
されるが、銀行業務の公共性は、なおこの金
融機能が維持・継続されることで果たされる。
そのため経営判断において債権保全を含むリ
スク管理が経営上肝要となるが、融資打切り
による地域経済への影響等は、最高裁が掲げ
る債権保全からは導かれない（29）。
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以上より、「銀行の公共性」と「銀行業務
の公共性」とは区別して理解されるべきであ
る。

六　メインバンクと善管注意義務

わが国において、銀行と取引先企業との間
には、主要取引銀行として取引関係が長期に
わたって安定的に維持されるとともに、当該
企業が危機に陥ったときには銀行が支援の手
を差し伸べるなど、通常の銀行取引を超えた
関係がある、とされてきた。いわゆるメイン
バンク（30）の関係である。

メインバンクによる融資については、メイ
ンバンクに寄せられる一般的な期待から融資
が認められる、あるいは、銀行の公共性や社
会的責任から、通常は認められない融資で
あっても特別に融資が認められるとの考え方
が成り立ちそうである。果たして、そのよう
なメインバンクとしての特別な義務が観念さ
れるのであろうか。銀行取締役の善管注意義
務違反の検討において、メインバンクの取締
役であることは何らかの影響を与えるもので
あろうか。

以上の観点から、銀行融資に際してメイン
バンクであることに言及した判決の検討を通
じ、これらの問題について考察する。以下で
は、判決の判旨について関連部分を取り上げ
ることとする。

一　裁判例
１　拓銀エスコリース事件控訴審判決（31）

本件は、経営破綻した拓銀から債権の譲渡
を受けて経営者の責任追及を行う整理回収機
構が、銀行の取締役であった被控訴人らに対
し、取締役らが行った融資が取締役の善管注
意義務・忠実義務に違反するとして損害金の
支払いを求めた事件である。

判　　旨
⑴　「日本における銀行と借り手企業との間

には、預金・貸出・為替などに関連する取引
関係が長期にわたって安定的に維持されると
ともに、借り手企業が危機に陥ったときには
融資銀行が支援の手を差し伸べるなど、通常
の銀行取引を超えた関係がみられ、この日本
独特の銀行取引関係を一般にメインバンク関
係ということが認められる………」。
⑵　「………借り手企業について融資比率及
び持ち株比率が最大の銀行をその借り手企業
のメインバンクと呼ぶことが認められるか
ら、平成２、３年当時、拓銀はエスコリース
のいわゆるメインバンクであったということ
はできないが、被控訴人乙山が平成元年３月
ころ、信託銀行６行の札幌などの支店長に対
し、拓銀のエスコリースに対する融資残高の
ランクからいって拓銀がメインバンクとはい
えないし、エスコリースが拓銀の関係会社で
あるともいえないが、拓銀はエスコリースの
再建に協力した経緯から道義的メインバンク
の役割を自覚して今後もやっていくので、協
力をお願いしたい旨述べたことから、平成２、
３年ころには、拓銀はエスコリースに融資を
していた金融機関との関係ではエスコリース
の道義的メインバンクとしての役割を果たさ
ざるを得なかったということができる」。
⑶　「ある企業が危機に陥った際にはメイン
バンクは当該企業に融資をしている他の金融
機関から当該企業に支援の手を差し伸べるこ
とを求められることとなろうが、メインバン
クといえどもいかなる場合でも支援をしなけ
ればならないわけではなく、………銀行の取
締役は確実性の原則、収益性の原則、銀行業
務の公共性に照らし合理性を有する判断をし
なければならないのであって、拓銀がエスコ
リースの道義的メインバンクだとしても、本
件各融資のように回収を予定しない融資をす
ることは、確実性の原則に照らし、基本的に
は許されないものであることは明らかであ
る」。
⑷　「しかし、ある企業が破綻した場合に、
メインバンクがこれを任意整理の方法で清算
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することとし、これを実行するために不可欠
なものとして回収可能性のない融資をするこ
とは、清算の手順、方法、清算結了の時期等
を明らかにした具体的な清算計画が策定さ
れ、この計画どおりに清算される可能性が高
く、この計画どおりに清算されれば、当該融
資を実行しない場合に比べて当該メインバン
クの得る利益が融資額よりも大きい、あるい
は当該メインバンクが被る損失が融資額以上
に減少することが具体的に明らかになってい
るという特別な事情がある場合には、当該メ
インバンク全体としてみると確実性の原則に
反しないということができるから、このよう
な特別の事情がある場合に限り、上記のよう
な融資をすることも許されると解するのが相
当である」。
⑸　「そこで、特別な事情があったか否か検
討する。本件融資を承認する決裁がされた当
時は、（債務者から）エスコリースへの利払
が停止するという事態を受け、その対応策を
まとめるための専門担当チームが作られ、そ
のチームのメンバーに（被控訴人たる取締役
丁から）対応策の基本方針（エスコリース
は任意整理で臨む、エスコリースのリース業
部門は受け皿として「たくぎんリース」を
新設して切り離し、エスコリースは ECC 向
け債権の管理と回収に専念する、ECC は和
戦両面から対策を講じていく。）、平成３年４
月末日のエスコリースの資金繰りについての
融資方針（エスコリースから同月末日の利息
の支払が停止すると各金融機関のショックは
大きく混乱が生じるおそれがある、少なくと
も同月末は避けたい、同月末には拓銀がエス
コリースに対して40億円を融資する。）が示
され（たが）、控訴人丁がエスコリース問題
に関する総括的な文書を作成していた段階で
あるから、エスコリースについて、清算の手
順、方法等に関する清算計画は全くできてい
なかったということができる。のみならず、
………拓銀のエスコリース専門担当チームの
甲は、平成３年４月ころ、エスコリース及

び ECC の整理方法の想定できる組合せを表
にまとめてそれぞれの長所、問題点をあげて
いる（エスコリースを破産させる場合には拓
銀の実損を最小限に抑えられるとしている。）
が、この分析も具体的な数値をあげて比較検
討するものではなく、その他に、本件融資を
承認する決裁をするにあたり、本件融資をし
ない場合と本件融資をする場合を比較して、
拓銀にとってどちらにどのようなメリットが
あるのか等の具体的な検討が行われた形跡は
全くない。………以上述べたところから明ら
かなように、本件融資を行うことについて上
記の特別な事情があったとは到底認められな
い」。

２　長銀 EIE 事件判決（32）

本件は、裁判所がメインバンクに言及し、
銀行取締役の善管注意義務違反が否定された
事例である。

長銀が、平成２年４月27日に、株式会社イ・
アイ・イーインターナショナル（Ａ会社）に
対して60億円の貸付を行い（本件融資）、さ
らに同年７月26日に本件融資の弁済期を延期
した。Ａ会社が破綻したため本件融資の一部
が回収不能となり損害を被ったとして、取締
役に対して、本件融資及び本件期限延長につ
いての取締役の善管注意義務違反を理由とす
る損害賠償請求権に基づき、回収不能金の一
部及びこれに対する遅延損害金の支払いを求
めて訴えを提起したものである。その後、上
記債権が整理回収機構に譲渡されて、整理回
収機構が訴訟引受を行った。本件裁判所は、
本件融資が判断の前提となる事実認識及び判
断の内容に裁量の範囲を超えた誤りがあった
と認めるに足りる証拠はないとし、原告及び
原告訴訟引受人の請求を棄却した。

判　　旨
⑴　「銀行の取締役は、融資の判断にあたっ
ては、リスクを勘案の上、当該融資により収
益が合理的に期待し得る場合にのみ融資を行
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うべきであるが、不特定多数から借入れた資
金を他に融資するという業務の特殊性及び金
融システムの根幹を担うという公共性からし
て、引受けるリスクには自ずと限界があると
いうべきである。このような観点から融資に
あたっては、融資から得られる利息収入、取
引先を通じた融資等の取引機会の拡大、既存
融資の回収可能性に与える影響など融資から
得られる利益のみならず、融資の持つリスク
を的確に把握し、これに応じた適切な債権保
全措置をとることが必要である。そして、こ
のような判断は、時間と情報の制約下におい
て、将来予測と専門性を伴う総合的判断であ
ることから、情勢分析と衡量判断の当否は、
意思決定の時点において一義的に定まるもの
ではなく、取締役の経営判断に属する事項と
してその裁量が認められるべきである。した
がって、取締役の判断に許容された裁量の範
囲を超えた善管注意義務違反があるとするた
めには、判断の前提となった事実認識に不注
意な誤りがあったか否か、又は判断の過程・
内容に著しく不合理なものがあったか否か、
言い換えれば、当該判断をするための情報収
集・分析、検討が当時の状況に照らして合理
性を欠くものであったか否か、これらを前提
として判断の推論過程及び内容が明らかに不
合理なものといえるかどうかが問われなけれ
ばならない」。
⑵　「Ｘ銀行はＡ社のメインバンクとして、
長期間の取引関係の中で組織的かつ継続的に
訴外会社の経営情報等を収集・蓄積させると
ともに経営監視を行ってきたのであって、当
時の原告の認識としてはＥは概ね原告のコン
トロールに従って行動しているものと考えて
いたものである。そして訴外会社からの本件
融資の依頼に対して、時間的制約のある中
で、従来から収集・蓄積してきた情報等を総
合的に分析し、訴外会社について生じた資金
需要は経営悪化によるものではなく、一時的
な流動性不足によるものと判断したものであ
る。しかるところ、当時においては、メイン

バンクは、借り手についての情報収集・蓄積
及び経営監視の面で他の債権者よりも優位な
立場にあること、最大の融資者として借り手
が経営難に陥った場合の危機管理にイニシア
チブを発揮することから、これらに信頼・期
待して他行は当該借り手企業への融資を引き
受け、他方メインバンクは、借り手の預金、
為替及び社債管理業務などを独占的に引き受
ける関係が成立していたものと解される」。
⑶　「そうすると、原告は、本件融資の依頼
について既に述べたとおり一時的な流動性不
足であると判断したのであるから、上記のよ
うな関係の中でメインバンクの動きを注視し
ている他行に対して、訴外会社の経営が悪化
しているという誤ったシグナルを送る行動を
避ける必要があったのであり、このような観
点から訴外会社の資金繰りの見通し及び短期
間の融資であることも勘案の上、次善の策と
して既に述べたような債権保全措置をとった
ものである。このことからすると、本件融資
は、時間的制約がある中で原告が訴外会社と
の取引の過程で組織的かつ継続的に収集・蓄
積してきた情報を関連部署において総合的に
分析、検討した上、本件融資を行なう必要が
あり、債権保全措置をも勘案すると回収にも
懸念はないとの結論に至ったものであり、そ
の判断は、当時の具体的状況下においては、
相応の裏付けを有するものであったというべ
きであり、本件融資が判断の前提となる事実
認識及び判断の内容に裁量の範囲を超えた誤
りがあったと認めるに足りる証拠はない」。

３　住友信託銀行株主代表訴訟事件判決（33）

本件は、信託銀行の株主である原告が、同
行の取締役等であった被告らに対し、リゾー
ト開発事業に融資し事業の破綻により回収不
能となったところ、融資金と同額の損害金
を賠償するように求めた株主代表訴訟であ
る。裁判所は、銀行の投融資審議会の構成員
であった被告らが本件融資を可とした判断に
は、取締役に委ねられた裁量の範囲を逸脱す
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るものではないとして原告株主の請求を棄却
した。すなわち、本判決は、取締役の善管注
意義務違反を否定したが、銀行の公共性や銀
行法１条１項に言及している。

判　　旨
⑴　「取締役は、営利を目的とする会社の経
営を委ねられた専門家として、長期的な善管
注意義務及び忠実義務を負っている（商法
254条３項、民法644条、商法254条ノ３）」。
⑵　「もっとも営利の目的を実現するために
は、取引先、顧客、従業員、近隣の住民、地
域社会等、会社をめぐる利害関係者に対する
配慮を欠かすことができないから、取締役は、
会社を経営するに当たっては、上記関係者に
対する適切な配慮を行いつつ、営利の目的を
実現すべきこととなる」。
⑶　「そして、事業を営み利益をあげるため
には、会社の状況、会社を取り巻く市場及び
業界の状況、国内・国外の情勢等、刻々と変
化するとともに相互に影響し合いかつ流動的
な考慮要素を的確に把握して総合的に評価
し、短期的・長期的な将来予測を行った上、
時機を失することなく経営判断を積み重ねて
いかなければならないから、専門家である取
締役には、その職務を遂行するに当たり、広
い裁量が与えられているものといわなければ
ならない」。
⑷　「もっとも、銀行は、その営む事業が公
共性を有することから、自由競争原理に基づ
く市場への参入と退出が活発に行われること
は元来予定されていないのであり、銀行の業
務の健全かつ適切な運営を行うことにより、
預金者等の保護を確保するとともに信用秩序
の維持を図ることが期待されている（銀行法
１条参照）。したがって、銀行の取締役は、
一般の事業会社の取締役と同様、経営の専門
家として広い裁量権が与えられているが、貸
出業務等の与信業務を行うに当たっては信用
リスクを適切に管理し、安全な資金運用を行
うことが求められているなど、銀行の取締役

であるがゆえの違いがあることに注意しなけ
ればならない」。
⑸　「したがって、銀行の取締役に対し、過
去の与信業務における措置が善管注意義務及
び忠実義務に違背するとしてその責任を追及
するためには、その措置を執った時点におい
て、判断の前提となった事実の認識に重要か
つ不注意な誤りがあったか、あるいは、意思
決定の過程、内容が企業経営者一般としてで
なく、銀行の取締役として特に不合理、不適
切なものであったことを要すると解するのが
相当である」。
⑹　「現時点における貸出業務等の与信業務
の水準、殊に、いわゆるプロジェクト・ファ
イナンスにおけるリスク管理の観点から判断
して、住友信託銀行が昭和63年当時に本件リ
ゾート開発事業にメインバンクとして取り組
む方針を立て、融資証明書を発行し、融資を
実行するなどの関与をしていたことを考慮す
れば」「住友信託銀行の投融資審議会は、本
件リゾート開発事業の円滑な推進が瓦解する
ことにより住友信託銀行が大きな損失を被る
おそれがあり、これを回避するために、磐梯
リゾート開発の経営からテクノ・グリーンを
廃除するために必要な資金を磐梯リゾート開
発に対して融資すること（本件融資）を決議
したものであるから、原告の主張は全く当を
得ないものである」。

二　メインバンクと銀行取締役の善管注意義
務

１　メインバンクによる融資と特別の事情
拓銀エスコリース事件判決は、ある企業が

危機に陥った際にはメインバンクは当該企業
に融資をしている他の金融機関から当該企業
に支援の手を差し伸べることを求められるこ
ととなろうが、メインバンクといえどもいか
なる場合でも支援をしなければならないわけ
ではないとしている。融資の基本原則につい
て、銀行の取締役は確実性の原則、収益性の
原則、銀行業務の公共性に照らし合理性を有
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する判断をしなければならないと述べて、融
資について銀行が直面するリスク回避義務に
言及していると解される。その上で、当該融
資が認められる場合として、特別の事情を検
討したのであった。判決は、任意整理という
選択された方法により、計画に基づいて確実
に得られる利益がある場合には、融資の見返
りとしての回収を予定しない融資を銀行が行
うことは、例外的に認められるかを問題にし、
特別な事情があったか否かの検討から、最終
的な結論を導いている。

ここで、本判決は、メインバンクであるこ
とが善管注意義務にもたらす影響について、
メインバンクであることから本件融資が例外
的に認められる特別の事情が考慮される、と
考えたのだろうか。ここでの考察の鍵は、メ
インバンクであるということが、特別の事情
として考慮されているのか、あるいは、銀行
一般の融資の問題として特別の事情が検討さ
れているのかどうかである。

判決が挙げる「特別の事情」の要素は、①
清算の手順、方法、清算結了の時期等を明ら
かにした「具体的な清算計画」の策定　②こ
の計画どおりに清算される可能性が高いこと
③この計画どおりに清算された場合、当該融
資を実行しない場合に比べて当該メインバン
クの得る利益が融資額よりも大きい、あるい
は当該メインバンクが被る損失が融資額以上
に減少することが具体的に明らかになってい
ること　である。裁判所は、「本件金融支援
策が一応はエスコリースを任意整理の方法で
清算するための計画であるということができ
る」と評価しており、融資決定時の合理的な
経営判断として、本件融資を見送った場合と
比較して、清算によって銀行が利益を得るこ
とが高度に見込まれるとの判断を行ったかど
うかを、評価要素として挙げる。

さらに、本判決は、特別の事情についての
具体的判断として、本件では、清算計画は全
くできていなかった点を挙げている。これは、
上記の評価要素のうち、①の要素の具体的検

討である。さらに、整理方法の想定できる組
合せについてのそれぞれの長所、問題点の分
析も具体的な数値をあげて比較検討するもの
ではないこと、融資決裁にあたり、本件融資
をしない場合とする場合の比較がなされず、
拓銀にとってどちらにどのようなメリットが
あるのか等の具体的な検討が行われた形跡が
全くないことを指摘している。これらは、そ
れぞれ②および③の要素の具体的検討である
と解される。

これらの要素の検討に鑑みれば、本判決は、
公共性を理由として、メインバンクであるが
故に特別の事情のある場合を認めているので
はなく、銀行融資一般の問題として銀行の利
益確保の観点のみからまず考察した上で、回
収を前提としない融資であっても、取締役の
経営判断事項として合理的な経営判断に基づ
く融資として認められる特別の場合があるか
どうかを検討して、そのことを認めたと評価
される。

したがって、銀行がメインバンクであるが
故に、特別の事情のある場合を認めているの
ではなく、銀行融資一般の評価として、例外
的に本件融資に合理性が認められる場合につ
いて検討したものと解される。

２　メインバンクによる融資と他行との関係
長銀 EIE 事件において、裁判所は、本件

融資の必要性について次のように言及してい
る。すなわち、「Ａ会社に資金不足が生じた
原因について、Ｅの説明………によれば、訴
外会社に一時的な資金不足が生じた事情及び
必要資金額としてＥの説明するところは、概
ね首肯し得るものであった。………いずれに
せよ本件融資の依頼は時間的に余裕のない中
で行われたものであった。前述のとおり原告
は訴外会社のメインバンクの立場にあり、ま
た原告グループは訴外会社グループに多額の
融資残高があったことから、原告が本件融資
に応じず、訴外会社が他行に金策に動くと、
逆に他行がメインバンクである原告が融資に
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応じないことに不安を抱き融資の回収に動い
たり、あるいは他行が融資に応じない場合に
訴外会社に現実に資金ショートが生じる場合
には、原告グループの有する債権の回収に困
難を来すことが懸念される状況があった。」
と述べている。

本判決は、本件銀行は一時的な流動性不足
であると判断し、メインバンクの動きを注視
している他行に対して、訴外会社の経営が悪
化しているという誤ったシグナルを送る行動
を避ける必要があったと指摘している。ここ
で重要なことは、本判決が、他行がメインバ
ンクの「動き」を注視していると言及してい
ることである。

もしも、「メインバンクとして融資の義務
を観念し他行の信頼や期待に沿うように融資
を続けることがメインバンクとしての責任で
ある」と解するのであれば、その後に続けて
判決が述べる、「メインバンクとして借り手
の預金や為替及び社債管理業務などの引き受
け」という自行の利益に言及する必要はない
はずである。したがって、ここでの「メイン
バンクの動きを注視している他行」の意味は、
一時的な流動不足ではないというシグナルで
あると他行が理解する意味である。

本判決は、本件融資の必要性について、銀
行がメインバンクとして融資しないことは、
まず、融資先の資金繰りについて他の金融機
関の疑念を生じさせることとなり、このこと
から、他行が融資の回収に動いたり、あるい
は他行が融資に応じない状況が現出されるお
それがあったことを指摘している。そして、
それは結局のところ、本件銀行が自らの債権
回収にリスクを生じさせる結果となることに
言及しているのである。裁判所は、上記の①
時間的余裕のない状況であったこと　②メイ
ンバンクが融資に際して、他行に対して融資
先の資金繰りについて疑念を生じさせる状況
下において、銀行取締役が経営判断に際して、
情報に基づいて合理的な判断をしたことを認
定している。すなわち、判決は、本件銀行が

債権回収にかかる自行の利益の確保から、合
理的な経営判断を行ったと評価しているので
ある。

本判決は、他行からのメインバンクに対す
る信頼を問題として結論を導いているのでは
なく、メインバンクの融資が継続されなけれ
ば他行は事態を誤解して回収に走り、結局の
ところ、本件銀行は自行の債権が回収できな
くなることを言っているのである。このよう
に、他行からメインバンクとして本件銀行に
寄せられる期待の観点からではなく、あくま
でも、自行の利益確保の観点から検討し、も
しも本件銀行が本件融資に応じなければ、本
件リゾート開発事業が立ち行かなくなり、結
局自行の回収が危うくなり、それは銀行のリ
スク管理の適切性を欠く結果となることを述
べるものと解される。

本判決は、銀行取締役の善管注意義務の有
無について、当該銀行の金融機能の維持・継
続から検討し、本件融資はむしろメインバン
クとして債権回収ができなくなることを防止
するためのものであったと認定し、取締役の
善管注意義務違反を否定している。

メインバンクとしての義務という観点から
評価しているのではなく、自行の利益確保の
観点から融資判断をし、銀行取締役として合
理的判断をしたのかどうかという検討をして
いる。したがって、本判決は、取締役の善管
注意義務違反の評価について、メインバンク
であることを理由として融資が合理的である
と判断したものではない。なお、最高裁は、
このような問題に関し、これまでのところ、
特に、メインバンクであることや銀行の公共
的な役割・期待について言及していない。

３　金融機能の利害関係者と銀行業務の公共
性
銀行業務の公共性は、金融機能を享受する

利害関係者の間を金融がめぐり、かつ、金融
機能が維持・継続されることによって果され
る。金融機関の金融機能を享受する利害関係
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者―とりわけ預金者や金融の利益を享受する
企業に金融機能の維持・継続を図るためには、
そもそも、金融機関経営上リスク管理が徹底
され、慎重で健全な経営が確保されている必
要があることは前述した。

住友信託銀行株主代表訴訟事件判決は、銀
行法１条を引用し、銀行の取締役は、一般の
事業会社の取締役と同様に、経営の専門家と
して広い裁量権が与えられているが、貸出業
務等の与信業務を行うに当たっては信用リス
クを適切に管理し、安全な資金運用を行うこ
とが求められているなど、銀行の取締役であ
るがゆえの違いがあることを指摘している。

すなわち、取締役の経営判断における裁量
に言及しつつ、「銀行事業の公共性」を前提
として、銀行取締役が融資に際して、信用リ
スクを適切に管理し、安全な資金運用を行う
ことが求められていることを指摘している。
この点は、最高裁拓銀特別背任事件決定も言
及するところであった。

本件取締役の善管注意義務違反の評価につ
いて、銀行取締役としての善管注意義務を基
準とすることを指摘した上で、銀行がプロ
ジェクト・ファイナンスの本件融資において
メインバンクとして取り組んでいたことを指
摘している。ここから、本判決は、メインバ
ンクとしてかかわっていた本件銀行が融資を
実行しなければ、そもそも本件リゾート開発
が瓦解されることが予想されるものであった
ことに言及する。すなわち、プロジェクトが
実現不可能となれば、本件銀行が大きな損失
を受け、結局、本件銀行の金融機能の維持・
継続が図れなくなることを指摘している。

したがって、本件銀行がメインバンクであ
ることから、本件融資が合理的なものである
と評価され、取締役に善管注意義務違反が認
められないと判断したのではなく、本件銀行
が具体的状況のもとで果たすべき銀行業務の
公共性の観点から判断されたものと解され
る。

以上の考察からは、メインバンクであるこ

と金融機関が融資すべき一般的義務は導かれ
るものではないということ、ならびに、銀行
の公共性を根拠としていかなる救済・支援的
な融資も許されるということはないことが理
解された。

さらに、銀行取締役は、銀行経営にあたり、
裁量権を認められつつも、銀行取締役として
リスク管理の観点から合理的な経営判断を行
わなければならない。

融資判断にかかる具体的なリスク管理の態
様として、上記３件の裁判例は、銀行業務の
公共性から要請される金融機能の維持・継続
の観点から、融資判断の内容の合理性に焦点
を当てる形で融資にかかる取締役の注意義務
違反の有無が検討されることを示している。

融資先の経営の再建や清算処理のための融
資の場合、具体的には、融資の利害得失の検
討から計画の確実性や支援コストを必要最小
限に留めることが見込めるなど、当該銀行の
金融機能の維持・継続の観点からの検討が必
要であるといえる。

七　「中小企業等に対する金融の円滑化
を図るための臨時措置に関する法律」
と「公共性」にかかる展望

１　金融円滑化法の定立
2009年のリーマン・ブラザーズの破綻を契

機とした世界的金融危機は、わが国にも少な
からず影響を及ぼした。特に中小企業の経営
環境が悪化し、倒産、リストラなど雇用にも
悪影響が及んだほか、個人の住宅ローン負担
も懸念されるようになった。そこで、同年11
月、「中小企業等に対する金融の円滑化を図
るための臨時措置に関する法律」（中小企業
金融円滑化法）が時限立法として定立された。

同法１条の目的規定は、中小企業者及び住
宅資金借入者債務の負担の状況にかんがみ、
金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保
に配慮しつつ、必要な臨時の措置を定めるこ
とにより、事業活動の円滑な遂行及びこれを
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通じた雇用の安定並びに住宅資金借入者の生
活の安定を期する等の旨定めている。

その典型的な措置として、３条は、金融機
関による債務負担の軽減措置等の努力義務を
定める。すなわち、金融機関は、中小企業者
に対する信用供与については、当該中小企業
者の特性及びその事業の状況を勘案しつつ、
できる限り、柔軟にこれを行うよう努めるも
のとする。

これにより、従来は徹底されてこなかった、
中小企業者・住宅資金借入者からの金融機関
に対する負担軽減の申し込みが可能となり、
それにより不利益を受けることがないという
取扱いが明確となる。具体的方法が明らかで
なかったため、潜在化していた再建・再生案
件が放置されずに済むというメリットが生ま
れる。

他方、このことは、金融機関にとり債権管
理の有様も修正することとなる。すなわち、
担保・保証という手法のみならず、債務者の
財務内容、事業内容等にまで踏み込んだ企業
の収益力、事業内容の正確な分析・判断が求
められることとなる。

ただしこれは、リスク管理義務に基づく債
権管理・債権回収の基準を緩和するという意
味をもたらすものではない（34）。むしろ、債
務者の自主的な再建・再生を促す形で債権管
理・債権回収を推進していくという形が想定
されたものと解される。金融機関業務の公共
性の観点からは、金融機能の利益の享受者と
協力しながら、金融機関が金融機能の維持・
継続をより円滑に遂行するという新たな法政
策の現れと捉えるべきであろう。

２　今後の展望と銀行業務の公共性
中小企業から返済猶予などの返済条件を要

請された場合、金融機関にできる限り応じる
ように促す努力義務について、銀行をはじめ
とする金融機関（２条）は、条件変更に応じ
ても経営改善の見込みがあればその企業向け
融資を「不良債権」に区分しなくてもよい措

置がとられ、与信関連費用が少なくて済んで
いた。本法は、中小企業の借金返済を猶予す
る法律であるところ、平成25年３月末で期限
切れを迎える。そこで、各銀行は期限切れに
対応して、引当金を積み増す一方、企業の経
営破綻を防止するため、経営支援の専門子会
社を設立するなど経営支援に乗り出してい
る。また、同法の期限を前にして、企業の再
生支援の幅を広げるためには多くの手段が必
要となるところ、この足枷となり得るいわゆ
る「５パーセントルール」（35）の緩和をうち出
す動きがある（36）。すなわち、融資した債権
を出資に切り替えて企業の債務負担を軽減す
る手法では、銀行の出資比率が高まり５パー
セントルールに触れる恐れがある。これを回
避するため、上限を引き上げれば、株式への
転換を進めやすくなるからである。

同法の施行後、経営難に苦しむ中小企業を
救済してきたとされるが、金融機関が融資に
慎重になるなどの副作用の大きさを懸念する
声もあった（37）。日本の中小企業は約420万社
で企業数全体の99.7パーセントを占める。こ
のうち、金融円滑化法を活用した中小の企業
は30～40万社で、現在も約30万社が金融機関
から返済猶予を受けているといわれる。1980
年代以降、企業の倒産件数は、年平均で約１
万５千件、2010～11年は年約１万３千件に減
少した。年間約５千件の倒産を防止する効果
があったとされるが、このまま期限切れを迎
えると、2013年の倒産件数は３万件に近づく
との推計もある。政府は、本法の期限切れに
対応し、「中小企業の海外における商品の需
要の開拓の促進等のための中小企業の新たな
事業活動の促進に関する法律等の一部を改正
する法律」（中小企業経営力強化支援法、平
成24年６月21日成立）で経営難の企業に専門
家を派遣する制度の導入を打ち出した。すな
わち、同法は、①中小企業の支援事業を行う
者を認定し、その活動を後押しするための措
置②中小企業の海外展開を促進するため、中
小企業の海外子会社の資金調達を円滑化する



− −38 信託研究奨励金論集第₃₃号（₂₀₁₂．₁₁）

ための措置を講じている。
このような動きをはじめとして、銀行業務

の公共性は、さらに世界同時不況等の難局に
向かい、今後より新たな展開の段階を迎える
こととなることが予想される。したがって、
銀行業務の公共性については、経済・金融の
進展に呼応して、今後も引き続き、不断の検
討が必要となる。
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